
 

 （独）国立病院機構 重要財産（善通寺病院敷地）の処分について 

 

１． 処分に係る財産の内容及び評価額 

（１）財産の内容 

土 地 

地    番 地 目 面 積 

香川県善通寺市仙遊町二丁目 680番 3 宅  地 9,240．34㎡ 

（２）評価額 

種 別 評  価  額 数 量 

土 地 343,740,648円 9,240．34㎡ 

※評価額は、（株）名渕総合鑑定書による平成 16 年 4 月 1 日時点の鑑定評価額

（平成 16年 11月 24日の資産評価委員会による評価決定額に一致）に基づく。 

 

（参考）売却価額は、売却時点の鑑定評価額による時価額とする。 

 

２． 処分の条件 

譲渡する土地は、香川県が取得後、香川県立善通寺養護学校の用に供する。 

 

３． 処分の方法 

独立行政法人国立病院機構は、香川県からの要請により上記の土地を時価譲渡

する。 

 

４． 独立行政法人国立病院機構の業務運営上支障がない旨及びその理由 

国立病院・療養所の再編成計画に基づき、独立行政法人国立病院機構善通寺病

院と独立行政法人国立病院機構香川小児病院は、平成 26 年度に善通寺病院の地

で統合し、「成育医療、循環器病」に関する急性期医療を広域的に行う中心施設とし

て、また、重症心身障害児（者）に対する医療・療育の機能を備えた施設として整備す

る計画である。 

この統合に伴い、現在、香川小児病院に併設して香川小児病院の患者である病

弱児や障害児の教育を担っている香川県立善通寺養護学校の移転が決定したため、

その整備用地として善通寺病院の敷地の一部を譲渡するものである。 

香川県立善通寺養護学校が善通寺病院の地に移転することにより、統合後にお

いても、継続して医療と教育の連携が図られ、質の高い医療と教育を同時提供できる

環境を整備することが可能になることから、当該資産の処分は病院運営に大きく寄与

するものである。 

資料１-５ 



 

なお、今回の土地の処分に加えて、統合新病院の事業規模は、現在の善通寺病

院から大幅に拡大するため、善通寺病院の敷地が不足することになるが、代替資産

として隣接地を取得する予定であり、それによる業務運営上の支障はないことから、

香川県の譲渡要請を受け入れることとしたい。 

 

５． その他参考となるべき資料 

別紙１． 位置図 

別紙２． 配置図（善通寺病院） 

別紙３． 統合病院の土地利用計画 

別紙４． 鑑定評価調書 

別紙５． 香川県からの申請書 

 

参考資料 重要財産 関係条文 
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重要財産譲渡 関係条文 

 

◎独立行政法人通則法（平成 11 年 7 月 16 日法律第 103 号）（抜粋） 

 

第 48 条（財産の処分等の制限） 

独立行政法人は、主務省令で定める重要な財産を譲渡し、又は担保に供し

ようとするときは、主務大臣の認可を受けなければならない。ただし、中期

計画において第 30 条第 2 項第 5 号の計画を定めた場合であって、その計画に

従って当該重要な財産を譲渡し、又は担保に供するときは、この限りでない。 

２ 主務大臣は、前項の規定による認可をしようとするときは、あらかじめ、

評価委員会の意見を聴かなければならない。 

 

第 67 条（財務大臣との協議） 

主務大臣は、次の場合には、財務大臣に協議しなければならない。 

一 第29条第1項の規定により中期目標を定め、又は変更しようとするとき。 

二 第 30 条第 1 項、第 45 条第 1 項ただし書若しくは第 2 項ただし書又は第

48 条第 1 項の規定による認可をしようとするとき。 

三 第 44 条第 3 項の規定による承認をしようとするとき。 

三の二 第 46 条の 2 第 1 項、第 2 項若しくは第 3 項ただし書き又は第 46 条

の 3 第 1 項の規定による認可をしようとするとき。 

四 第 47 条第 1 号又は第 2 号の規定による指定をしようとするとき。 

 

 

◎独立行政法人国立病院機構の業務運営並びに財務及び会計に関する省令 

（平成 16 年 3 月 31 日厚生労働省令第 77 号）（抜粋） 

 

第 17 条（重要な財産） 

機構に係る通則法第 48 条第 1 項の主務省令で定める重要な財産は、土地

及び建物であってその取得価額が 3 億円以上のものとする。 

 

第 18 条（重要な財産の処分等の認可の申請） 

 機構は、通則法第 48 条第 1 項の規定により重要な財産を譲渡し、又は担保

に供すること（以下この条において「処分等」という。）について認可を受け

ようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出

しなければならない。） 

一 処分等に係る財産の内容及び評価額 

二 処分等の条件 

三 処分等の方法 

四 機構の業務運営上支障がない旨及びその理由 
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